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     開 会  午前１０時００分 

ｏ鈴木委員長 ただいまの出席委員は全員であります。 

   これより文教経済常任委員会を開会いたします。 

   本日の日程については、本定例会で付託を受けました議案第４９号、議案第５２号、議案第５

３号、議案第５７号、議案第５８号及び議案第５９号の審査であります。 

   これらの議案については、既に本会議で市長より提案説明を受けておりますから、本委員会で

の説明は省略いたしたいと思いますので、御了承願います。 

   初めに、議案第５３号 令和４年度日高市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （上・下水道部長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時００分 

     再 開  午前１０時００分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   佐藤委員。 

ｏ佐藤委員 議案第５３号に関して１点質疑いたします。 

   本補正予算では、処理場費が４，３７９万２，０００円増額補正されています。提案説明で、

電気料金の上昇、汚泥処分量が当初の見込みよりも増加したとの説明がありました。汚泥処分量

の増加の理由についてお尋ねいたします。 

ｏ鈴木委員長 鹿山下水道課長。 

ｏ鹿山下水道課長 汚泥処分量の増加の理由についてお答えいたします。 

   令和４年度の当初予算には、高麗処理分区の汚水を日高市浄化センターへ流入することに伴い、

高麗汚水処理施設にて発生していた年間の汚泥量を浄化センターの汚泥量に含めて見込んでお

りましたが、接続後、市浄化センターの汚泥処理施設には想定していた以上の汚泥が発生してお

り、その処分費用に不足が生じたものでございます。 

   この原因といたしましては、高麗汚水処理施設は汚泥の消臭のため特殊な菌を利用し処理を行

っておりましたが、汚泥の減量にも効果があったものと推測しております。高麗処理分区の汚水

の受入れにつきましては初年度でありますので、いろいろと予想どおりにいかない部分もありま

すが、今後、汚泥の減量化に向け研究をしつつ、放流水の水質維持を図ってまいりたいと存じま

す。 

ｏ鈴木委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑を終わります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 これより討論に入ります。 

   議案第５３号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５３号 令和４年度日高市下水道事業会計補正予算（第１号）を採決いたしま

す。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ鈴木委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５７号 日高市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （都市整備部長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時０３分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 これより討論に入ります。 

   議案第５７号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 討論なしと認めます。 
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   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５７号 日高市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ鈴木委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第５２号 令和４年度日高市武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （都市整備部長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時０４分 

     再 開  午前１０時０４分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 これより討論に入ります。 

   議案第５２号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５２号 令和４年度日高市武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号）を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ鈴木委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第５９号 八高線・川越線高麗川駅自由通路整備及び駅舎整備に関する施行協定の

締結についてを議題といたします。 
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   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （都市整備部長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時０５分 

     再 開  午前１０時０６分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   和田委員。 

ｏ和田委員 では、議案第５９号の八高線・川越線高麗川駅自由通路整備及び駅舎整備に関する施行

協定の締結について２点お伺いいたします。 

   １点目、協定書（案）第５条の工事の費用及び負担について、総事業費約３３億６，０００万

円に対して市の負担額が約３３億円と、総事業費に占める割合の９８％となっておりますが、こ

れについてはどのような経緯を持って調整をしてきたのか、お聞かせください。 

   次に、２点目、同じく協定書（案）第１１条の施設物財産の帰属を確認すると、自由通路の財

産の保守管理は市が行うことと読み取れますが、今後、自由通路はどのように管理していくお考

えでしょうか、お聞かせください。 

ｏ鈴木委員長 沼野市街地整備課副参事。 

ｏ沼野市街地整備課副参事 順次お答え申し上げます。 

   １点目の協定書（案）第５条の工事の費用及び負担についてですが、国土交通省が定めており

ます自由通路の整備及び管理に関する要綱第３条及び第５条において、地方公共団体が市街地分

断の解消など、まちづくりの一環として整備する場合は、地方公共団体が自由通路整備費の全額

を負担するものとし、鉄道事業者に受益が生じる場合は、自由通路の整備に要する費用の一部を

鉄道事業者が負担することとなっております。 

   本事業では、自由通路整備と併せて駅舎の整備も伴いますが、現在の駅舎が平家であることに

対し、整備後は半橋上駅となるため、その分がＪＲ東日本の受益になるものとして、地上に平家

の駅舎を整備した場合の費用と既存駅舎の残存価値を令和４年７月にＪＲ東日本と最終確認の

上、ＪＲ東日本の負担額を算定し、協定書（案）を作成いたしました。 

   続きまして、２点目の協定書（案）第１１条の施設物財産の帰属についてですが、武蔵高萩駅

の自由通路と同様に、日常清掃、定期清掃、エレベーターや消防設備の保守点検とトイレの清掃

を市が実施し、安全で清潔な自由通路として管理していく予定です。 

   以上です。 

ｏ鈴木委員長 ほかに質疑はございませんか。 

     （な し） 
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ｏ鈴木委員長 質疑を終わります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 これより討論に入ります。 

   議案第５９号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５９号 八高線・川越線高麗川駅自由通路整備及び駅舎整備に関する施行協定

の締結についてを採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ鈴木委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第４９号 令和４年度日高市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

   初めに、都市整備部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （都市整備部長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時１０分 

     再 開  午前１０時１１分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   都市整備部関係について質疑を願います。 

   和田委員。 

ｏ和田委員 議案第４９号の令和４年度日高市一般会計補正予算（第４号）について１点伺います。 

   補正予算の１６ページの中段、４項、都市計画費、１目、都市計画総務費の４４８万８，００

０円について、高麗川駅東口開設事業として支障物移設工事とありますが、具体的にどのような

施設を対象としており、その内訳はどのようになっているのか、お聞かせください。 

ｏ鈴木委員長 沼野市街地整備課副参事。 

ｏ沼野市街地整備課副参事 お答え申し上げます。 

   補正予算の対象施設とその内訳についてですが、令和４年度末から予定している高麗川駅自由

通路及び駅舎整備の工事用車両の進入口として、駅西側にあるバス停等の移設を予定しておりま
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す。予算案の内訳については、バスシェルターとベンチの移設に３１９万円、路面標示やバス停

移設に伴う周知看板の設置に１２９万８，０００円を見込んでおります。 

   以上です。 

ｏ鈴木委員長 ほかに質疑はございませんか。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑を終わります。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 次に、市民生活部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （市民生活部長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時１３分 

     再 開  午前１０時１４分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   市民生活部関係について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑なしと認めます。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 次に、農業委員会関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （農業委員会事務局長） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時１４分 

     再 開  午前１０時１５分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   農業委員会関係について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑なしと認めます。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 次に、教育部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （教育部長・教育部参事） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 
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     休 憩  午前１０時１６分 

     再 開  午前１０時１６分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   教育部関係について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 これより討論に入ります。 

   議案第４９号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第４９号 令和４年度日高市一般会計補正予算（第４号）を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ鈴木委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第５８号 日高市学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （教育部長・教育部参事） 

ｏ鈴木委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時１８分 

     再 開  午前１０時１８分 

ｏ鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ鈴木委員長 これより討論に入ります。 
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   議案第５８号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ鈴木委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５８号 日高市学校設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ鈴木委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  以上をもちまして、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。 

   以上で本日の委員会を散会いたします。 

   御苦労さまでした。 

     閉 会  午前１０時１９分 

                       文教経済常任委員会 

                       委員長   鈴   木   健   夫 


